
台風対策していますか？
～沖縄電力からのお願い～

●台風接近前の対策

●台風による停電の原因●台風による停電の原因

停電への備え

台風時期の前に、ハウスや管理小屋の
補修を終えましょう。

マルチはネットや土のう
などで押えましょう。

不要なビニール・マルチ
等は片付けましょう。

天気予報で台風をこま
めに把握しましょう。

ネット等での固定や早めの撤去でハウス
のビニールの飛散を防ぎましょう。

久米島町国民健康保険収納対策緊急プラン（抜粋）久米島町国民健康保険収納対策緊急プラン（抜粋）久米島町国民健康保険収納対策緊急プラン（抜粋）
１．国保資格及び滞納状況の解消
　　（１）他保険者の把握、早期に資格喪失届の提出を勧奨
　　（２）所得未申告者へ申告勧奨・適正課税
　　（３）失業・疾病等による納付困難な世帯の町減免へ積極的推進。など

２．徴収方法の改善等の取組について
　　（１）資格確認書更新の機会を活用し、納付指導の実施
　　（２）保険税の口座振替の勧奨
　　（３）広報誌や町HP、町公式 LINE 等の活用し、納期内納付の促進　など

３．滞納処分実施の取組について
　　（１）現年度課税分および滞納繰越分徴収対策の強化
　　（２）少額滞納案件の整理強化
　　（３）執行停止等の強化　など

　福祉課 保険・年金班 国保担当　 985-7124お問い合わせ

　町民課戸籍班　 985-7123お問い合わせ

戸籍法の改正に伴い
戸籍に｢フリガナ｣が記載されます

戸籍法の改正に伴い
戸籍に｢フリガナ｣が記載されます

　法律が変わり、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。正しく戸籍に追加するため、
フリガナを確認する必要があります。これは、戸籍に載っている方全員が対象です。

納期内納付を
お願いします

7 月ごろ

通知が届いたら

フリガナが合っていたら

フリガナが間違っていたら

町民課から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知をお送りします。

フリガナが正しいか確認しましょう。

届出や手続きは不要です。

正しいフリガナを届出しましょう
町民課窓口で手続きするか、マイナポータルで届出してください。

詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。

戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
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台風対策していますか？
～沖縄電力からのお願い～

●台風接近前の対策

●台風による停電の原因●台風による停電の原因

停電への備え

台風時期の前に、ハウスや管理小屋の
補修を終えましょう。

マルチはネットや土のう
などで押えましょう。

不要なビニール・マルチ
等は片付けましょう。

天気予報で台風をこま
めに把握しましょう。

ネット等での固定や早めの撤去でハウス
のビニールの飛散を防ぎましょう。

久米島町国民健康保険収納対策緊急プラン（抜粋）久米島町国民健康保険収納対策緊急プラン（抜粋）久米島町国民健康保険収納対策緊急プラン（抜粋）
１．国保資格及び滞納状況の解消
　　（１）他保険者の把握、早期に資格喪失届の提出を勧奨
　　（２）所得未申告者へ申告勧奨・適正課税
　　（３）失業・疾病等による納付困難な世帯の町減免へ積極的推進など

２．徴収方法の改善等の取組について
　　（１）資格確認書更新の機会を活用し、納付指導の実施
　　（２）保険税の口座振替の勧奨
　　（３）広報誌や町HP、町公式 LINE 等の活用し、納期内納付の促進　など

３．滞納処分実施の取組について
　　（１）現年度課税分および滞納繰越分徴収対策の強化
　　（２）少額滞納案件の整理強化
　　（３）執行停止等の強化　など

　福祉課 保険・年金班 国保担当　 985-7124お問い合わせ

　町民課戸籍班　 985-7123お問い合わせ

戸籍法の改正に伴い
戸籍に｢フリガナ｣が記載されます

戸籍法の改正に伴い
戸籍に｢フリガナ｣が記載されます

　法律が変わり、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。正しく戸籍に追加するため、
フリガナを確認する必要があります。これは、戸籍に載っている方全員が対象です。

納期内納付を
お願いします

7 月下旬ごろ

通知が届いたら

フリガナが合っていたら

フリガナが間違っていたら

町民課から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知をお送りします。

フリガナが正しいか確認しましょう。

届出や手続きは不要です。

正しいフリガナを届出しましょう。
町民課窓口で手続きするか、マイナポータルで届出してください。

詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。

戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
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